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１　

は
じ
め
に

宗
教
学
者
山
折
哲
雄
（
一
九
三
一
―
）
は
、
著
書
『
聖

と
俗
の
イ
ン
ド
』（
有
学
書
林
）
に
お
い
て
「
ガ
ン
デ
ィ
ー

こ
そ
は
、
仏
教
を
創
始
し
た
釈
迦
の
、
真
の
継
承
者

だ
（
１
）
」
と
言
明
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
を
疑
問
視
す
る
の

は
筆
者
だ
け
で
は
な
い
（
２
）
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
本

研
究
は
、
モ
ー
ハ
ン
ダ
ー
ス
・
カ
ラ
ム
チ
ャ
ー
ン
ド
・

ガ
ン
デ
ィ
ー
（M

ohandas K
aram

chand G
andhi

、

一
八
六
九
―
一
九
四
八
、弁
護
士
、政
治
家
。
以
後
ガ
ン
デ
ィ
ー

に
統
一
）
の
思
想
を
理
解
す
る
た
め
、
ま
ず
彼
の
宗
教

で
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
で
あ
る

の
か
を
明
示
し
、
つ
ぎ
に
イ
ン
ド
固
有
の
不
可
触
民
問

題
に
関
し
て
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
正
面
か
ら
対
立
し
た
、「
イ

ン
ド
憲
法
の
父
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
（
３
）

を
取
上
げ
て
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
と
断
食
の
真
意

を
、
加
え
て
な
ぜ
暗
殺
さ
れ
た
の
か
を
問
い
、
そ
し
て

不
可
触
民
を
ハ
リ
ジ
ャ
ン
と
呼
ん
だ
彼
の
意
図
は
ど
こ

に
あ
っ
た
の
か
を
検
証
し
な
が
ら
、
仏
教
の
視
点
か
ら
、

山
折
の
発
言
の
真
相
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

こ
と
わ
り
と
し
て
、
イ
ン
ド
共
和
国
憲
法
に
お
い
て
不

可
触
民
制
は
廃
止
さ
れ
、
今
日
彼
ら
は
憲
法
第
三
四
一

条
に
よ
り
「
指
定
カ
ー
ス
ト
（Scheduled C

astes

）」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
以
外
の

〔
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者
は
そ
の
範
疇
に
入
ら
な
い
た
め
、
本
研
究
で
は
混
乱

を
避
け
る
た
め
に
不
可
触
民
を
用
い
る
。

２　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
―
起
源
と
カ
ー
ス
ト
社
会
の
形
成
―

ガ
ン
デ
ィ
ー
を
理
解
す
る
に
お
い
て
、
彼
自
身
が
「
わ

た
し
は
揺
る
ぎ
な
い
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
る
（
４
）」
と
表

明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
へ
の
理
解
は

不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
教
祖
は
存
在
し

な
い
、
そ
の
た
め
成
立
年
代
も
特
定
で
き
な
い
。
ま
た
、

キ
リ
ス
ト
教
の
『
聖
書
』
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
『
コ
ー
ラ
ン
』

の
よ
う
な
全
信
徒
が
共
有
す
る
聖
典
も
な
い
。
そ
の
た

め
、
一
般
の
日
本
人
が
こ
れ
を
理
解
す
る
に
は
困
難
を

要
す
る
。
よ
っ
て
本
章
に
お
い
て
は
、
簡
素
に
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
の
起
源
と
イ
ン
ド
特
有
の
カ
ー
ス
ト
は
ど
の

よ
う
な
構
造
で
あ
る
の
か
検
証
し
て
み
た
い
。

⑴
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
起
源

古
代
ア
ー
リ
ア
人
の
イ
ン
ド
進
出
は
、
一
般
に
は
紀

元
前
一
五
世
紀
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
な

ぜ
彼
ら
が
現
在
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
地
域
か
ら
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
（
イ
ン
ダ
ス
河
上
流
地
域
）
に
到
着
し
た
の
か
、

研
究
者
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
説
は
あ
る
が
、
未
だ
「
分

か
ら
な
い
（
５
）」。
た
だ
一
八
五
八
年
以
来
イ
ン
ド
を
統
治

し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
よ
る
大
規
模
遺
跡
発
掘
に

よ
っ
て
、
ア
ー
リ
ア
人
侵
入
以
前
に
ナ
ー
ガ
族
や
ド
ラ

ヴ
ィ
ダ
族
、
ム
ン
ダ
族
な
ど
の
先
住
民
が
高
度
な
市
民

社
会
を
形
成
（
ハ
ラ
ッ
パ
ー
文
明
）
し
て
い
た
こ
と
が
、

一
九
二
一
年
に
明
ら
か
と
な
っ
た
（
６
）程
度
で
あ
る
。

古
代
ア
ー
リ
ア
人
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
定
住
す
る
ま

で
遊
牧
民
族
で
あ
っ
た
（
７
）。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
自
然
を

畏
れ
敬
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
か
ら
歴

史
の
観
念
が
イ
ン
ド
に
導
入
さ
れ
る
紀
元
後
一
六
世
紀

ま
で
歴
史
に
相
当
す
る
言
葉
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
彼
ら
は
歴
史
書
を
遺
し
て
い
な
い
（
８
）。

よ
っ
て
、

そ
の
信
仰
形
態
を
知
る
手
掛
か
り
は
、唯
一
、最
古
の
『
リ

グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』（
紀
元
前
一
二
世
紀
頃
讃
歌
成
立（９
））
だ
け

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
天
空
や
太
陽
、
風
、
雨
、
雷
な
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ど
の
自
然
現
象
が
神
格
化
さ
れ
た
三
三
と
も
三
三
三
九

と
も
言
わ
れ
る
神
々
が
登
場
す
る

A
C
B

。
こ
れ
ら
か
ら
、
古

代
ア
ー
リ
ア
人
の
信
仰
形
態
が
汎
神
論
的
多
神
教
で

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

宗
教
的
知
識
で
あ
る
ヴ
ェ
ー
ダ
は
、
文
字
化
さ
れ
る

紀
元
後
８
世
紀
頃
ま
で
口
承
さ
れ
て
き
た

A
D
B

。
そ
の
た
め

神
々
に
捧
げ
る
祭
儀
は
、
神
々
と
人
間
と
の
媒
介
者
で

あ
る
バ
ラ
モ
ン
（
祭
司
）
が
執
り
行
っ
て
い
た

A
E
B

。
よ
っ
て

ヴ
ェ
ー
ダ
に
基
づ
く
ア
ー
リ
ア
人
の
信
仰
を
、
一
般
に

バ
ラ
モ
ン
教
と
呼
ぶ
。

バ
ラ
モ
ン
教
は
、
先
住
民
の
信
仰
を
ヴ
ェ
ー
ダ
信
仰

に
吸
収
し
な
が
ら
、
次
第
に
イ
ン
ド
全
土
に
伝
播
し
て

い
っ
た
。
深
く
イ
ン
ド
の
土
壌
に
根
ざ
し
た
こ
の
信
仰

を
、
一
般
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
呼
ぶ
。
し
た
が
っ
て
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
と
は
、
古
代
ア
ー
リ
ア
人
の
自
然
崇
拝
を

種
子
と
し
て
、
多
神
の
バ
ラ
モ
ン
教
を
母
胎
と
し
た
、

イ
ン
ド
固
有
の
民
族
宗
教

A
F
B

で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

⑵
カ
ー
ス
ト
制
と
不
可
触
民
の
誕
生

肌
の
色
が
白
い
ア
ー
リ
ア
人
は
、
肌
の
色
が
浅
黒
い

先
住
民
を
ダ
ス
ュ
（
魔
族
）
と
呼
ん
で
厭
悪
し
た

A
G
B

。
す
で

に
鉄
製
の
武
器
を
持
つ
ア
ー
リ
ア
人
は
、
無
防
備
の
先

住
民
を
殺
害
し
、
降
参
し
た
者
た
ち
は
奴
隷
と
し
た
。

こ
れ
が
、
後
の
イ
ン
ド
社
会
の
構
造
の
根
幹
を
な
す
カ
ー

ス
ト
制

A
H
B

の
祖
形
で
あ
る
ヴ
ァ
ル
ナ
（
肌
色
）
思
想
の
由
来

で
あ
る

A
I
B

。

肌
色
の
違
い
が
そ
の
ま
ま
支
配
・
被
支
配
を
区
別
す
る

決
め
手
と
な
っ
た
時
、
色
を
意
味
し
た
ヴ
ァ
ル
ナ
が
身
分

や
階
級
を
表
す
語
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
ア
ー
リ
ア

A
J
B

人
は
、

自
ら
の
純
潔
を
守
る
た
め
に
浄
・
不
浄
の
観
念
を
導
入

し
、
先
住
民
を
パ
ン
チ
ャ
マ
、
す
な
わ
ち
ヴ
ァ
ル
ナ
を

持
た
な
い
不
浄
の
者
と
呼
ん
で
、
自
分
た
ち
の
生
活
圏

か
ら
追
放
し
た

A
K
B

。

ア
ー
リ
ア
人
社
会
に
お
い
て
も
、
ア
ー
リ
ア
人
の
血

が
濃
い
者
か
ら
順
に
下
へ
と
、
階
級
制
度
が
作
ら
れ
た
。

そ
れ
の
第
一
位
が
バ
ラ
モ
ン
（
祭
司
、
ヴ
ェ
ー
ダ
教
授
）、

第
二
位
が
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
（
藩
王
、貴
族
）、第
三
位
が
ヴ
ァ



— 118 —

イ
シ
ャ
（
商
業
に
従
事
）、
第
四
位
が
上
位
三
位
に
仕
え
る

シ
ュ
ー
ド
ラ
（
農
・
工
・
牧
畜
民
、
富
の
蓄
積
禁
止

A
L
B

）
で
あ
る
。

そ
し
て
ア
ー
リ
ア
人
は
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
の
下
に
、
人

為
的
に
パ
ン
チ
ャ
マ
を
お
き
、
た
と
え
ば
、
マ
ハ
ー
ル

と
呼
ば
れ
る
そ
れ
に
は
罪
人
の
刑
を
執
行
さ
せ
、
そ
の

死
体
処
理
や
屠
畜
、
バ
ン
ギ
ー
と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
に

は
人
糞
処
理
に
従
事
さ
せ
、
世
襲
制
を
採
ら
せ
た

A
M
B

。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
お
よ
そ
三
〇
〇
〇
年
間
に
も
渡

り
、
見
る
も
触
る
も
そ
の
影
を
踏
ん
だ
だ
け
で
も
穢
れ

る
と
言
わ
れ
る
パ
ン
チ
ャ
マ
、
す
な
わ
ち
不
可
触
民

（untouchable

）
が
、
今
日
ま
で
存
在
し
続
け
る

A
N
B

こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

⑶
人
生
観

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
特
徴
の
一
つ
に
、
紀
元
前
八
世
紀

頃
に
成
立
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
サ
ン
サ
ー
ラ
（
輪
廻
転

生
）
思
想

A
O
B

が
あ
る
。
こ
の
思
想
は
、
前
世
に
お
け
る
善
・

悪
行
の
結
果
と
し
て
、
現
世
の
幸
・
不
幸
に
繋
が
っ
て

い
る
、
宿
命
論
的
人
生
観
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
バ
ラ

モ
ン
の
胎
に
生
ま
れ
た
者
は
前
世
に
お
い
て
善
人
、
パ

ン
チ
ャ
マ
の
胎
に
生
ま
れ
た
者
は
悪
人
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
人
間
は
前
世
に
お
い
て
自
分
が
犯

し
た
罪
を
償
う
た
め
に
こ
の
世
に
転
生
し
た
の
だ
と
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
人
々
に
自
覚
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
因
果
応
報
論
を
人
々
が
受
容
し
て
き
た

の
は
、
紀
元
後
二
世
紀
頃
に
編
纂
さ
れ
た

A
P
B

人
類
の
祖
マ

ヌ
が
勅
宣
し
た
『
マ
ヌ
法
典
』
に
、
宇
宙
創
造
神
プ
ル

シ
ャ

A
Q
B

は
そ
の
「
口
、腕
、腿
、足
よ
り
、バ
ラ
モ
ン
、ク
シ
ャ

ト
リ
ア
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
を
造
れ
り

A
R
B

」「
バ

ラ
モ
ン
の
殺
害
者
は
、
犬
、
豚
、
驢
馬
、
駱
駝
、
山
羊
、

鹿
、
鳥
の
胎
に
入
る

A
S
B

」「
ヴ
ェ
ー
ダ
を
知
ら
ざ
る
者
に
は

水
す
ら
與
ふ
べ
か
ら
ず

A
T
B

」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
お
け
る
究
極
の
救
済
は
、「
生
天

A
U
B

」

で
あ
る
。
し
か
し
、
叶
わ
ず
こ
の
世
に
再
生
す
る
時
に

は
、
家
畜
以
下
の
扱
い
に
も
耐
え
て
罪
を
償
う
パ
ン
チ
ャ

マ
だ
け
に
は
転
生
し
た
く
な
い
と
い
う
悲
願
か
ら
、
人
々

は
長
期
に
渡
り
黙
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
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３　

ガ
ン
デ
ィ
ー
―
人
と
思
想
―

イ
ギ
リ
ス
統
治
下
か
ら
イ
ン
ド
独
立
の
た
め
に
「
非

暴
力
」
の
精
神
を
貫
い
た
人
と
し
て
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
紹

介
さ
れ
る
の
は
、
彼
の
言
動
が
断
食
な
ど
宗
教
的
装
い

を
凝
ら
し
て
い
た
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
か
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
研
究
者
坂
本
徳
松
は
、
彼

の
非
暴
力
や
断
食
は
「
宗
教
上
の
目
的
で
行
な
わ
れ
た

の
で
は
な
い

A
V
B

」
と
断
言
し
て
い
る
。
よ
っ
て
本
章
で
は
、

そ
れ
は
何
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
か
を
、
ア
ン

ベ
ー
ド
カ
ル
と
の
対
立
や
暗
殺
事
件
、
彼
の
ハ
リ
ジ
ャ

ン
発
言
の
真
意
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
し
て
み
た

い
。

⑴
Ｍ
・
Ｋ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー

一
八
六
九
年
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
元
々
は
香
辛
料
の
商

い
を
し
て
い
た
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
の
家
に
生
ま
れ
、
母
語
は

グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
語

A
W
B

で
あ
る
。
一
三
歳
で
同
じ
カ
ー
ス
ト

の
同
歳
の
娘
と
結
婚
、
一
八
歳
の
時
に
サ
マ
ル
ダ
ス
大

学
に
入
学
し
た
が
「
あ
ま
り
に
も
む
ず
か
し
く

A
X
B

」
一
学

期
で
中
退
、
翌
年
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ナ
ー
テ
ン
プ
ル
法

学
院
に
留
学
す
る
。

一
八
九
一
年
弁
護
士
資
格
を
取
得
し
帰
国
。
し
か
し

資
格
を
生
か
す
仕
事
が
見
つ
か
ら
ず
、
妻
の
実
家
の
厄

介
に
な
る
。
二
年
後
、
南
ア
フ
リ
カ
在
住
の
イ
ン
ド
人

ダ
ー
ダ
・
ア
ブ
ド
ゥ
ラ
ー
が
開
業
し
て
い
る
法
律
事
務

所
が
、
現
地
の
イ
ン
ド
人
移
民
た
ち
が
起
し
た
事
故
処

理
の
た
め
、
英
語
と
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
語
が
話
せ
る
（
移
民

の
大
半
が
「
文
盲

A
Y
B

」）
使
用
人
を
募
集
し
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
経
緯
か
ら
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
へ

渡
る

A
Z
B

。
そ
こ
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
に
お
い
て
経

験
し
な
か
っ
た
、
イ
ン
ド
人
に
対
す
る
差
別
を
経
験
す

る
。
当
時
の
南
ア
フ
リ
カ
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ

か
ら
な
る
連
邦
政
府
が
権
力
を
握
り
、「
苦ク
ー
リ
ー力
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
「
有
色
人

A
[
B

」
移
民
に
対
し
て
白
人
と
差
別
す

る
法
的
規
制
を
か
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ガ
ン
デ
ィ
ー

は
同
郷
の
ク
ー
リ
ー
が
白
人
と
同
等
の
権
利
を
享
受
で
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き
る
よ
う
に
と
、
政
府
を
相
手
に
闘
う
。
但
し
、
彼
は

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
に
は
「
ま
っ
た
く
関
心
を
示
さ
な
か
っ

た
」、
関
心
は
「
イ
ン
ド
人
の
権
利
の
み

A
\
B

」
で
あ
っ
た
、

と
坂
本
徳
松
は
報
告
し
て
い
る
。こ
れ
は
注
目
に
値
す
る
。

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
こ
の
時
代
に
国
家
の
不
正
に
対
し
て

個
人
の
と
る
べ
き
道
を
示
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
著
書
『
神

の
国
は
汝
ら
の
内
に
あ
り
』（
冬
樹
社

A
]
B

）
や
、
ま
た
メ
キ

シ
コ
戦
争
（
一
八
四
六
―
一
八
四
八
）
と
奴
隷
制
度
に
反
対

し
て
六
年
間
人
頭
税
の
支
払
い
を
拒
否
し
た
た
め
逮
捕

さ
れ
、
一
晩
投
獄
さ
れ
た
体
験
か
ら
国
家
の
方
針
に
抗

議
し
た
、
ア
メ
リ
カ
の
超
絶
主
義
（T

ranscendentalism

）

者
Ｈ
・
Ｄ
・
ソ
ロ
ー
（
一
八
一
七
―
一
八
六
二
）
の
著
書
『
市

民
の
反
抗
』（
岩
波
書
店

A
^
B

）
に
大
い
に
共
鳴
し
、
そ
れ
ら

か
ら
彼
は
「
非
暴
力
の
原
則
に
則
し
た
政
治
活
動
の
形

態
を
思
い
つ
い
た

A
_
B

」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

一
九
一
四
年
帰
国
。
以
後
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
祖
国
独

立
の
た
め
、
南
ア
フ
リ
カ
で
実
践
し
た
と
同
じ
、
対
イ

ギ
リ
ス
非
協
力
・
不
服
従
運
動
で
あ
る
サ
テ
ィ
ヤ
グ
ラ

ハ

A
`
B

を
開
始
す
る
。

⑵
死
に
至
る
ま
で
の
断
食

一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
イ

ン
ド
で
は
統
治
法
改
正
問
題
を
め
ぐ
っ
て
民
族
運
動
が

急
激
な
高
ま
り
を
み
せ
て
い
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
国

民
会
議
派
を
率
い
て
、
裕
福
層
に
対
し
て
は
イ
ギ
リ

ス
製
品
の
不
買
や
衣
類
の
焼
却
、
一
般
大
衆
に
は
イ
ギ

リ
ス
政
府
に
よ
り
高
い
税
金
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
塩
を

イ
ン
ド
人
が
自
由
に
製
造
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
と
塩
税
廃
止
や
、
固
定
資
産
税
お
よ
び
軍
事
費
の

削
減
を
要
求
し
、
ま
た
全
イ
ン
ド
人
に
課
せ
ら
れ
た
武

器
携
帯
禁
止
に
反
対
す
る
な
ど
の
、
サ
テ
ィ
ヤ
グ
ラ

ハ
を
展
開
し
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
、

一
九
三
一
年
懐
柔
策
と
し
て
各
界
を
代
表
す
る
イ
ン
ド

人
を
ロ
ン
ド
ン
に
集
め
、
円
卓
会
議
を
開
催
し
た
。
そ

こ
に
お
い
て
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
不
可
触
民
の
代
表
と

し
て
参
席
し
て
い
た
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
と
対
立
す
る
。

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
が
、
不
可
触
民
の
地
位
向
上
の
た
め

に
は
議
会
に
彼
ら
の
席
が
必
要
で
あ
る
と
訴
え
た
か
ら
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で
あ
る
。
し
か
し
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
そ
れ
は
カ
ー
ス
ト

社
会
を
解
体
さ
せ
る
策
案
で
あ
る
と
猛
反
対
す
る

A
a
B

。

一
九
三
二
年
九
月
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府

が
円
卓
会
議
の
裁
定
に
基
づ
い
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
・

イ
ス
ラ
ム
教
徒
・
不
可
触
民
の
三
者
分
離
選
挙
を
法
制

定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
す
る
反
対
表
明
と
し
て
「
死

に
至
る
ま
で
の
断
食
」
を
始
め
る

A
b
B

。
彼
は
、
ア
ン
ベ
ー

ド
カ
ル
が
分
離
選
挙
案
を
放
棄
し
な
い
限
り
断
食
を
続

け
る
と
宣
言
し
た
。
こ
れ
を
英
雄
視
す
る
研
究
者
も
い

る
が
、
視
点
を
変
え
る
な
ら
ば
、
彼
は
ア
ン
ベ
ー
ド
カ

ル
を
脅
迫
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
断

食
は
、
人
命
か
、
裁
定
か
、
二
者
択
一
を
迫
る
こ
と
で

敵
対
者
の
良
心
を
揺
さ
ぶ
る
、
非
武
装
的
暴
力
行
為
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

結
果
と
し
て
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は
、
第
一
に
ガ
ン

デ
ィ
ー
が
高
齢
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
も
し
ガ
ン

デ
ィ
ー
が
死
ん
だ
な
ら
ば
彼
の
支
持
者
た
ち
か
ら
不
可

触
民
に
対
し
暴
力
的
逆
襲
が
起
こ
る
可
能
性
は
高
い
、

こ
の
二
点
を
考
慮
し
、
提
案
を
棄
却
し
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー

は
大
変
満
足
し
、
断
食
は
５
日
で
終
っ
た
。
も
し
ア
ン

ベ
ー
ド
カ
ル
が
譲
歩
し
な
け
れ
ば
、
彼
に
ガ
ン
デ
ィ
ー

の
死
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
を
ガ
ン

デ
ィ
ー
は
つ
く
っ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
戦
略
の
勝
利
で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
詩

人
ラ
ビ
ー
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
（
一
八
六
一
―

一
九
四
一
）
は
「
ガ
ン
ジ
ー
は
非
暴
力
を
説
き
な
が
ら
、

暴
力
の
種
を
撒
い
た

A
c
B

」
と
批
難
し
た
の
で
あ
る
。

蛇
足
で
は
あ
る
が
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
断
食
中
に
飲
ん

で
い
た
水
は
、
実
は
、
ラ
イ
ム
・
ジ
ュ
ー
ス

A
d
B

で
あ
っ
た
。

一
九
四
三
年
、
ベ
ン
ガ
ル
州
知
事
ラ
ジ
ャ
ゴ
パ
ラ
チ
ャ

リ
が
彼
に
直
接
こ
れ
を
問
う
た
と
こ
ろ
認
め
た
の
で
、

そ
の
理
由
を
訊
ね
る
と
「
自
分
の
弱
さ
か
ら
だ

A
e
B

」
と
答

え
た
と
い
う
。
マ偉

大

な

魂

ハ
ト
マ
と

A
f
B

ま
で
呼
ば
れ
て
い
る
ガ
ン

デ
ィ
ー
で
あ
る
か
ら
完
璧
な
断
食
と
、
信
じ
た
者
が
窮

地
に
立
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ア
ン
ベ
ー
ド
カ

ル
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
断
食
は
「
英
雄
的
ど
こ
ろ
か
不

可
触
民
の
向
上
を
阻
む
﹁
き
た
な
い
や
り
口

A
g
B

﹂」
だ
か
ら

「
気
を
つ
け
ろ

A
h
B

」
と
弟
子
た
ち
に
忠
告
し
た
と
い
う
。
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⑶
暗
殺

一
九
四
八
年
一
月
三
〇
日
ガ
ン
デ
ィ
ー
を
暗
殺
し
た

主
犯
、
バ
ラ
モ
ン
階
級
の
ナ
ス
ラ
ム
・
ゴ
ッ
セ
（
一
九
一
〇

年
生
、
一
九
四
九
年
ア
ン
バ
ラ
刑
務
所
に
て
絞
首
刑
）
は
、

事
件
前
に
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
い
な
く
な
れ
ば
「
イ
ン
ド

政
府
は
遠
慮
な
く
自
国
民
の
た
め
の
政
策
を
選
べ
る

A
i
B

」

（
傍
線
：
筆
者
挿
入
）
と
語
っ
た
と
い
う
。

な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
イ
ン
ド
か
ら
パ
キ
ス
タ
ン
は
分

離
独
立
（
一
九
四
七
年
）
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
ガ
ン

デ
ィ
ー
が
「
イ
ン
ド
政
府
を
全
部
ム
ス
リ
ム
（
イ
ス
ラ
ム

教
徒
：
筆
者
挿
入
）
に
渡
せ
」「
国
の
基
金
の
パ
キ
ス
タ
ン

の
分
を
す
べ
て
渡
す
べ
き
で
あ
る

A
j
B

」
と
主
張
、
加
え
て

デ
リ
ー
市
内
の
破
壊
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
家
や
モ

ス
ク
の
修
理

A
k
B

を
も
イ
ン
ド
政
府
に
要
求
し
た
、
し
か
し

却
下
さ
れ
た
た
め
、
ま
た
も
や
彼
の
意
に
政
府
を
従
わ

せ
る
た
め
に
、
一
月
一
三
日
か
ら
断
食
に
入
っ
た

A
l
B

か
ら

で
あ
る
。

結
果
と
し
て
、
今
回
も
イ
ン
ド
政
府
は
ガ
ン
デ
ィ
ー

の
要
求
を
呑
み
、
五
億
五
千
万
ル
ピ
ー
（
当
時
イ
ン
ド
政

府
の
保
有
現
金
は
二
二
億
ル
ピ
ー

A
m
B

）
も
の
大
金
を
、
交
戦
中

の
パ
キ
ス
タ
ン
政
府
に
渡
し
た

A
n
B

。

で
は
、
な
ぜ
ゴ
ッ
セ
た
ち
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
を
殺
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
研
究
者
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
説
は
あ

る
が
、
Ｍ
・
マ
ル
ゴ
ン
カ
ー
ル
は
、
紀
元
後
一
六
世
紀

ム
ガ
ル
帝
国
が
ほ
ぼ
イ
ン
ド
全
土
を
征
服
し
て
以
来
の

宿
敵
で
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
た
め
に
、
断
食
を
武
器

と
し
て
、
イ
ン
ド
政
府
に
巨
額
の
金
を
捻
出
さ
せ
た
ガ

ン
デ
ィ
ー
は
、
バ
ラ
モ
ン
階
級
の
ゴ
ッ
セ
た
ち
国
粋
主

義
者
の
「
彼
ら
の
目
に
は
、
国
家
的
裏
切
り

A
o
B

」
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
と
、
暗
殺
者
た
ち
か
ら
直
接
聞
い
た
証

言

A
p
B

を
基
に
述
べ
て
い
る
。

⑷
ハ
リ
ジ
ャ
ン

不
可
触
民
制
は
、
最
下
級
の
労
働
を
無
報
酬
で
彼
ら

に
強
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
死
ん
だ
動
物

の
肉
や
ゴ
ミ
の
中
か
ら
、
あ
る
い
は
カ
ー
ス
ト
上
位
者

か
ら
「
犬
や
鳥
や
昆
虫
に
与
え
る
場
合
と
同
様
に
、
食
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物
を
地
面
に
撒
い
た

A
q
B

」、
そ
れ
ら
を
拾
い
、
泥
水
を
飲
み

な
が
ら

A
r
B

、
人
糞
に
ま
み
れ
て
彼
ら
は
生
き
延
び
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
日
本
で
は
あ
ま
り
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

が
、
一
九
三
七
年
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は
、
不
可
触
民
は

無
報
酬
で
は
な
く
彼
ら
の
仕
事
の
質
と
量
に
見
合
っ
た

報
酬
（
賃
金
）
が
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
案

を
議
会
に
提
出

A
s
B

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ガ
ン
デ
ィ
ー

は
、
こ
の
制
度
、
つ
ま
り
金
脈
を
、
彼
の
支
援
者

A
t
B

か
ら

手
放
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
さ
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
換

わ
り
、
不
可
触
民
を
ヴ
ァ
ル
ナ
最
下
位
の
シ
ュ
ー
ド
ラ

に
同
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
当
然
な
が
ら
、
シ
ュ
ー
ド

ラ
は
不
可
触
民
の
受
入
れ
を
拒
ん
だ

A
u
B

。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、

イ
ン
ド
人
口
の
約
一
五
％
を
占
め
る
不
可
触
民
が
、
す

で
に
改
宗
宣
言
を
し
て
い
た

A
v
B

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
と
共
に

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
棄
て
た
な
ら
ば
、
最
下
級
の
労
働
を
、

そ
れ
も
無
報
酬
で
や
る
者
が
い
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ

た

A
w
B

。そ
こ
で
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
不
可
触

民
に
限
定
し
て
「
ハ
リ
ジ
ャ
ン
（harijan

：
ヒ
ン
デ
ィ
ー

語
）」
と
い
う
名
を
与
え
た

A
x
B

。
つ
ま
り
、
お
前
た
ち
不
可

触
民
は
太
陽
神
ハ
リ
の
子
な
の
だ
か
ら
、
ア
ン
ベ
ー
ド

カ
ル
に
唆
さ
れ
て
も
決
し
て
他
宗
教
に
改
宗
す
る
な
ど

考
え
る
の
で
は
な
い
ぞ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
ハ
リ
ジ
ャ
ン
発
言
は
、

不
可
触
民
制
の
解
体
、
す
な
わ
ち
救
済
で
は
な
く
、
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
の
残
酷
な
面
を
耳
触
り
よ
く
覆
っ
た
不
可

触
民
制
の
永
久
化
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

４
　
ブ
ッ
ダ
と
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
お
け
る
「
非
暴
力
」

の
相
違

山
折
哲
雄
は
、
先
述
の
『
聖
と
俗
の
イ
ン
ド
』
に
お

い
て
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
こ
そ
が
ブ
ッ
ダ
の
「
真
の
継
承
者
」

で
あ
る
こ
と
へ
の
明
証
の
一
つ
と
し
て
、
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

ブ
ッ
ダ
も
ガ
ン
デ
ィ
ー
も
、「
非
暴
力
」（
ノ
ン
・

ヴ
ァ
イ
オ
レ
ン
ス
）
と
い
う
問
題
を
そ
の
実
践
的
な
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場
面
で
徹
底
的
に
考
え
抜
き
、
つ
い
に
そ
れ
を
高

い
思
想
的
な
水
準
に
ま
で
鍛
え
あ
げ
た
と
い
う
こ

と
に
つ
き
る
。
彼
ら
は
「
非
暴
力
」
と
い
う
思
想

を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
千
五
百
年
の
時

間
の
壁
を
飛
び
越
え
て
肩
を
な
ら
べ
て
い
る
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

A
y
B

。

仏
教
の
開
祖
ゴ
ー
ダ
マ
・
ブ
ッ
ダ
（
覚
者
）
と
ガ
ン

デ
ィ
ー
は
、共
に
「
非
暴
力
」
を
説
い
た
と
い
う
点
か
ら
、

二
者
は
同
じ
思
想
の
持
ち
主
と
し
て
、
時
間
差
は
あ
る

が
、
同
格
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
本
章
に
お
い
て
は
、
二
者
の
「
非
暴
力
」
が

同
義
で
あ
る
の
か
検
証
し
て
み
た
い
。

⑴
‐
１
．
ブ
ッ
ダ
が
説
い
た
「
非
暴
力
」

仏
教
が
、
ど
の
よ
う
な
形
の
暴
力
も
批
難
し
て
い
る

こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
開
祖
ゴ
ー
ダ
マ
・

ブ
ッ
ダ
が
暴
力
を
徹
頭
徹
尾
否
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。

最
初
期
仏
教
の
「
金
言
的
説
法
の
詩
集

A
z
B

」
と
称
さ
れ
る

仏
典
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』（
中
村
元
訳
、岩
波
書
店
）
に
お
い
て
、

ブ
ッ
ダ
が
暴
力
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た

A
{
B

の
か
理
解

さ
れ
る
。す

べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
、
す
べ
て
の
者

は
死
を
お
そ
れ
る
。
己
が
身
を
ひ
き
く
ら
べ
て
、

殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
。

す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
る
。す
べ
て
の（
生

き
も
の
）
に
と
っ
て
生
命
は
愛
し
い
。
己
が
身
に
ひ

き
く
ら
べ
て
、
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。
殺
さ
し
め
て

は
な
ら
ぬ
。

生
き
と
し
生
け
る
者
は
幸
せ
を
も
と
め
て
い
る
。

も
し
も
暴
力
に
よ
っ
て
生
き
も
の
を
害
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
人
は
自
分
の
幸
せ
を
も
と
め
て
い
て
も
、

死
後
に
は
幸
せ
が
得
ら
れ
な
い
。

生
き
と
し
生
け
る
者
は
幸
せ
を
も
と
め
て
い
る
。

も
し
も
暴
力
に
よ
っ
て
生
き
も
の
を
害
し
な
い
な

ら
ば
、
そ
の
人
は
自
分
の
幸
せ
を
も
と
め
て
い
る

が
、
死
後
に
は
幸
せ
が
得
ら
れ
る
。

荒
々
し
い
こ
と
ば
を
言
う
な
。
言
わ
れ
た
人
々

は
汝
に
言
い
返
す
で
あ
ろ
う
。
怒
り
を
含
ん
だ
こ
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と
ば
は
苦
痛
で
あ
る
。
報
復
が
汝
の
身
に
至
る
で

あ
ろ
う

A
|
B

。

ブ
ッ
ダ
は
、
物
理
的
な
暴
力
だ
け
で
な
く
、「
荒
々
し

い
」「
怒
り
を
含
ん
だ
こ
と
ば
」
も
暴
力
で
あ
る
と
言
う
。

こ
れ
ら
に
は
、
人
を
二
度
と
立
ち
上
が
れ
な
く
さ
せ
る
、

自
ら
死
を
選
ば
せ
る
ほ
ど
の
「
力
」
が
あ
る
。
現
代
に

お
い
て
言
う
と
こ
ろ
の
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ

ン
ス
や
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

こ
と
ば
の
「
暴
力
に
お
び
え
る
」、
そ
の
「
苦
痛
」
に
耐

え
き
れ
な
く
な
っ
た
時
、「
言
わ
れ
た
人
々
は
汝
に
言
い

返
す
」、
す
な
わ
ち
「
報
復
」
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
争
い
が
起
こ
っ
て
く
る
。
だ
か

ら
ブ
ッ
ダ
は
、
暴
力
の
連
鎖
を
く
い
止
め
る
た
め
に
は
、

我
が
身
に
置
き
換
え
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
と

し
て
も
相
手
を
「
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
」、
た
と
え
ど
の
よ

う
な
理
由
が
あ
っ
た
と
し
て
も
相
手
に
も
「
殺
さ
し
め

て
は
な
ら
ぬ
」
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
同
士
の
怨
み
・
憎
し
み
の
感
情

を
人
間
か
ら
永
久
に
消
し
去
る
た
め
の
、「
心
」
の
在
り

方
（『
ダ
ン
マ
パ
ダ

A
}
B

』）
を
説
き
、
す
べ
て
の
生
命
に
害
を

加
え
な
い
、
そ
れ
ら
を
「
愛
せ
」
と
い
う
の
が
、
ブ
ッ

ダ
の
「
非
暴
力
（ahiµ

så

は
、語
幹
で
あ
るhiµ

så

（
有
害
性
、

そ
こ
か
ら
暴
力
）
に
、否
定
辞
のa

が
つ
い
た
も
の
で
あ
る
）」

で
あ
る
。

⑴
‐
２
．
普
遍
的
救
済
宗
教
と
し
て
の
仏
教

不
可
触
民
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
る
限
り
、「
生

れ
」
は
宿
命
と
し
て
盲
従
す
る
し
か
生
き
る
道
は
な
い
。

し
か
し
、
彼
ら
に
は
寺
院
の
門
を
潜
る
こ
と
す
ら
も
許

さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
ヴ
ェ
ー
ダ
を
盗
み
聞
き
で
も
す

る
な
ら
ば
、
バ
ラ
モ
ン
は
彼
ら
の
「
耳
に
溶
け
た
鉛
を

流
し
込
む

A
~
B

」。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
「
無
口
な
家
畜

A
C
B

」
と

し
て
人
生
を
終
え
る
。
で
は
、
カ
ー
ス
ト
社
会
に
お
け

る
人
々
の
役
割
を
定
め
た
ス
ヴ
ァ
ダ
ル
マ
で
あ
る
『
マ

ヌ
法
典
』
の
権
威
に
押
し
潰
さ
れ
た
不
可
触
民
に
救
済

は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

不
可
触
民
に
お
い
て
救
済
と
は
、
二
度
と
こ
の
世
に

生
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
殺
生
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の
マ
ハ
ー
ル
に
お
い
て
は
何
度
死
ん
で
も
救
済
は
な
い
。

も
し
彼
ら
が
救
済
さ
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
カ
ー
ス
ト

を
否
定
し
た
ブ
ッ
ダ
の
教
え
し
か
な
い

A
D
B

。
な
ぜ
な
ら
ブ
ッ

ダ
は
、「
生
れ
を
問
う
こ
と
な
か
れ
、
行
な
い
を
問
え
。

火
は
実
に
あ
ら
ゆ
る
薪
か
ら
生
ず
る
。
賤
し
い
家
に
生

ま
れ
た
人
で
も
、
聖
者
と
し
て
道
心
堅
固
で
あ
り
、
恥

じ
を
知
っ
て
慎
し
む
な
ら
ば
、高
貴
の
人
と
な
る
」（『
ス
ッ

タ
ニ
パ
ー
タ
』
四
六
二
詩
句

A
E
B

）、
そ
の
た
め
「
清
ら
か
な

行
な
い
を
究
極
の
理
想
と
せ
よ
」（『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』

七
一
七
詩
句

A
F
B

）
と
、
人
間
の
価
値
を
「
行
な
い
」
に
お
き
、

「
人
び
と
の
生
れ
や
生
活
振
り
な
ど
い
さ
さ
か
も
気
に
す

る
こ
と
な
く

A
G
B

」、
下
層
階
級
全
体
が
人
間
と
し
て
の
尊
厳

を
も
っ
て
生
き
る
道
を
説
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
仏
教
は
人
間
と
自
然
と
の
共
生
を
説
く
こ
と
に
至

る

A
H
B

」
と
石
上
善
應
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
す

べ
て
の
人
が
自
然
と
共
に
平
安
に
暮
ら
せ
る
平
等
な
世

界
を
志
向
す
る
。
そ
の
普
遍
性
ゆ
え
に
、
仏
教
は
人
種
・

民
族
・
言
語
・
文
化
・
国
境
の
壁
を
超
え
た
世
界
宗
教

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
タ
ゴ
ー
ル
は
、
仏
教
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
詩
っ
て
い
る
。

仏
陀
が
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ
の
慈
悲
の

真
理
を
修
道
の
果
実
と
し
て
得
て
、
説
い
た
と
き

に
、
イ
ン
ド
は
花
の
よ
う
な
若
々
し
さ
の
う
ち
に

眼
を
醒
ま
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
力
は
、
学
問
に
、

芸
術
に
ま
た
富
に
ま
で
拡
ま
り
、
大
洋
を
渡
り
、

砂
漠
を
超
え
て
行
っ
た
。〔
中
略
〕。『
愛
』
だ
け
が

真
理
で
あ
る
。
愛
が
自
由
を
あ
た
え
る
と
き
、
愛

は
真
理
を
わ
れ
わ
れ
の
中
心
に
入
れ
る
の
で
あ
る

A
I
B

。

⑵
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
説
い
た
「
非
暴
力
」

で
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
説
い
た
「
非
暴
力
」
と
は
何

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
出
身

の
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
、
ナ
チ
ズ
ム
が
台
頭
し
た
た
め

ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
哲
学
者
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト

（
一
九
〇
六
―
一
九
七
五
）
は
、
著
書
『
暴
力
に
つ
い
て
―

共
和
国
の
危
機
』（
み
す
ず
書
房
）
に
お
い
て
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

暴
力
と
権
力
と
が
正
面
衝
突
す
る
場
合
、
結
果
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は
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
途

方
も
な
く
強パ
ワ
ー
フ
ル力
で
上
首
尾
に
運
ん
だ
非
暴
力
的
抵

抗
の
戦
略
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
な
く
て
、
別
の
敵
―

―
ス
タ
ー
リ
ン
の
ロ
シ
ア
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
ド
イ
ツ
、

さ
ら
に
は
戦
前
の
日
本
―
―
に
た
い
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
結
果
は
植
民
地
か
ら
の
脱
却

で
は
な
く
、
大
虐
殺
で
あ
り
屈
服
で
あ
っ
た
こ
と

だ
ろ
う

A
J
B

。

権
力
に
逆
ら
う
と
直
ち
に
粛
清
さ
れ
る
時
代
に
お
い

て
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
「
非
暴
力
的
抵
抗
の
戦
略
」
が
イ

ン
ド
で
成
功
し
た
の
は
、
相
手
が
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
た
か

ら
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
そ
れ
は
普
遍

的
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
相
手
次
第
で
、成
功
・

不
成
功
に
別
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
相
手
に
よ
っ
て
は
、

独
立
ど
こ
ろ
か
、
イ
ン
ド
人
大
虐
殺
で
あ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
と
、
彼
女
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
「
非
暴
力
」
の
弱

点
を
指
摘
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
「
非

暴
力
」
は
、「
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
」
通
用
す
る
戦
略

で
は
な
く
、
イ
ン
ド
の
み
に
適
応
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ガ
ン
デ
ィ
ー
の
「
非
暴
力
」
は
、
３
―
⑴
に
て
述
べ

た
よ
う
に
、
Ｈ
・
Ｄ
・
ソ
ロ
ー
の
思
想
を
足
懸
り
と
し
て
、

南
ア
フ
リ
カ
で
は
同
郷
ク
ー
リ
ー
が
被
っ
て
い
た
差
別

を
白
人
と
同
じ
待
遇
に
改
善
す
る
た
め
、
祖
国
で
は
主

権
を
イ
ギ
リ
ス
人
か
ら
イ
ン
ド
人
に
奪
還
さ
せ
る
た
め

の
闘
争
で
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
言
葉
で
は
「
救
済
の
道

A
K
B

」

で
あ
っ
た
。
た
だ
ソ
ロ
ー
と
異
な
る
点
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー

は
政
治
に
断
食
と
い
う
宗
教
的
装
い
を
凝
ら
し
て
非
武

装
抵
抗
運
動
を
展
開
し
た
こ
と
に
あ
る
。
特
に
「
死
に

至
る
ま
で
の
断
食
」
は
、
政
府
の
考
え
に
近
い
立
場
に

あ
っ
た
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
（
イ
ン
ド
独
立
直
後
、
ネ
ル
ー
首

相
は
彼
を
法
務
大
臣
に
迎
え
た

A
L
B

）
を
屈
服
さ
せ
る
た
め
に
、

ガ
ン
デ
ィ
ー
の
生
死
に
関
し
て
彼
に
責
任
を
負
わ
せ
た

こ
と
は
、
３
―
⑵
に
て
述
べ
た
通
り
、
政
治
的
に
脅
迫

し
た
非
武
装
的
暴
力
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
非

暴
力
」
は
存
在
が
想
定
さ
れ
る
「
暴
力
」
に
対
し
て
の

み
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
そ
れ
は

彼
に
敵
対
す
る
者
へ
の
「
憎
悪
か
ら
生
ま
れ
た

A
M
B

」
と
解



— 128 —

釈
す
る
研
究
者
も
い
る

A
N
B

。

こ
の
よ
う
に
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
「
非
暴
力
」
と
は
、

彼
自
身
が
「
武
器
を
持
た
ず
に
、
す
な
わ
ち
軍
事
用
語

を
も
っ
て
言
う
な
ら
、
非
暴
力
の
武
器
を
持
っ
て

A
O
B

」、
自

分
た
ち
イ
ン
ド
民
族
の
「
権
利
を
獲
得
す
る
方
法
で
あ

る

A
P
B

」、
も
し
「
卑
怯
か
暴
力
か
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
ぶ

以
外
に
道
が
な
い
な
ら
ば
、
わ
た
し
は
暴
力
を
勧
め
る

だ
ろ
う

A
Q
B

」と
語
っ
た
よ
う
に
、ト
ル
ス
ト
イ
が「
悪
を
も
っ

て
悪
に
抗
す
る
な

A
R
B

」
と
言
っ
た
無
抵
抗
主
義
で
は
決
し

て
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
彼
の
「
非
暴
力
」
は
、
権
力

把
持
の
た
め
の
方
策
、な
い
し
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑶
ブ
ッ
ダ
と
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
「
非
暴
力
」
は
同
義
か

先
の
山
折
は
、『
比
較
文
明
と
宗
教
』
と
題
し
た
論
文

に
お
い
て
、「
初
め
て
ブ
ッ
ダ
に
よ
る
不
殺
生
の
救
済
が

説
か
れ
、
そ
れ
が
現
代
に
蘇
っ
て
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非

暴
力
を
生
み
出
し
た

A
S
B

」
と
言
明
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
ブ
ッ
ダ
が
説
い
た
不
殺
生
の
救
済
説
が
因

と
な
っ
て
、
果
と
し
て
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
「
非
暴
力
」
が

生
れ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、二
者
は
「
非
暴
力
」

を
説
い
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
ら
は
同
義
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
生
前
の
ガ
ン
デ
ィ
ー
を
知
る
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
は
、
イ
ン
ド
の
「
人
々
は
ほ
と
ん
ど
無
限
の
政

治
的
権
力
を
彼
（
ガ
ン
デ
ィ
ー
：
筆
者
挿
入
）
に
委
ね
る
。

国
民
は
彼
を
聖
者
だ
と
信
じ
て
い
る
。
シ
ュ
リ
ー
・
ク

リ
シ
ュ
ナ
と
し
て
ガ
ン
ジ
ー
の
肖
像
が
描
か
れ
る

A
T
B

」
と

述
べ
て
い
る
。
古
代
イ
ン
ド
の
神
話
的
英
雄
で
あ
る
聖

ク
リ
シ
ュ
ナ
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
三
大
高
神
の
一
つ

ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
第
八
番
目
の
化
身
で
あ
る
。
ガ
ン
デ
ィ
ー

は
そ
の
化
身
と
し
て
人
々
か
ら
崇
拝
さ
れ
、
彼
自
身
も

自
分
は
「
心
底
か
ら
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
る

A
U
B

」
と
断

言
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
が
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の

第
九
番
目
の
化
身

A
V
B

と
し
て
、
神
を
立
て
な
い
異
端
者

A
W
B

と

し
て
の
使
命
を
担
っ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
史
に
登
場
す
る

ブ
ッ
ダ
の
救
済
説
か
ら
、「
非
暴
力
を
生
み
出
し
た
」
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
「
非

暴
力
」
の
因
は
、つ
ま
り
動
機
は
、繰
り
返
し
に
な
る
が
、
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「
市
民
は
納
税
拒
否
と
い
っ
た
平
和
的
な
手
段
に
訴
え
て

政
府
に
抵
抗
す
る
権
利
を
有
す
る

A
X
B

」
と
述
べ
た
Ｈ
・
Ｄ
・

ソ
ロ
ー
の
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
「
肌
身
離
さ
ず
も
ち
歩
い

て
い
た

A
Y
B

」、『
市
民
の
反
抗
』
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
４
―
⑴
―
２
に
お
い
て
述
べ
た
ブ
ッ
ダ

の
救
済
説
と
、ガ
ン
デ
ィ
ー
の
「
非
暴
力
」
と
の
間
に
は
、

現
時
点
に
お
い
て
は
、
同
義
性
は
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。

以
上
か
ら
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ
の
普
遍
的
な

愛
と
慈
し
み
と
い
う
宗
教
概
念
の
上
に
構
築
さ
れ
た

ブ
ッ
ダ
の
「
非
暴
力
」
と
、
同
郷
ク
ー
リ
ー
の
人
権
と

生
活
擁
護
と
祖
国
イ
ン
ド
独
立
の
た
め
の
、
反
政
府
活

動
の
一
形
態
で
あ
る
非
武
装
的
抵
抗
と
い
う
政
治
概
念

の
上
に
構
築
さ
れ
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
「
非
暴
力
」
と
は
、

言
葉
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
が
、「
質
」
が
ま
っ
た
く
異

な
る
こ
と
が
顕
著
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
二
者
の
「
非

暴
力
」
は
同
義
で
は
な
い
こ
と
が
明
瞭
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、本
研
究
は
、山
折
哲
雄
は
「
ガ
ン
デ
ィ
ー

こ
そ
」
は
「
釈
迦
の
、
真
の
継
承
者
」
で
あ
る
と
特
定

し
た
が
、
そ
れ
は
彼
の
独
断
的
発
想
で
あ
る
、
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

５　

お
わ
り
に

非
暴
力
が
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
思
想
の
核
で
あ
る
こ
と
は

改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
、「
日
本

を
代
表
す
る
知
の
重
鎮

A
Z
B

」
と
言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
の
、

社
会
的
に
著
名
な
宗
教
学
者
で
あ
る
山
折
哲
雄
が
「
ガ

ン
デ
ィ
ー
こ
そ
は
、
仏
教
を
創
始
し
た
釈
迦
の
、
真
の

継
承
者
だ
」
と
公
言
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
一
般
の
人
々

が
こ
の
発
言
を
、
精
査
す
る
こ
と
な
く
、
真
実
と
し
て

受
容
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま

り
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
を
第
二
の
釈
迦
（
山
折
は
ガ
ン
デ
ィ
ー

を
釈
迦
の
「
応
身

A
[
B

」
と
述
べ
て
い
る
）
と
し
て
人
々
が
受
諾

し
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
深
刻
な
問
題
を
孕

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
山
折
は
、二
〇
一
三
年『
母

な
る
ガ
ン
デ
ィ
ー
』（
潮
出
版
社
）
を
出
版
、
二
〇
二
一

年
に
は
同
題
名
と
内
容
で
再
刊
（
地
人
館E

-books

）
し
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て
い
る
。
彼
は
、
そ
こ
に
お
い
て
も
「
私
は
ガ
ン
デ
ィ
ー

こ
そ
、
現
代
に
お
け
る
釈
迦
の
正
統
的
な
後
継
者
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す

A
\
B

」「
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
中
に
釈
迦

の
精
神
は
見
事
に
継
承
さ
れ
た

A
]
B

」「
ガ
ン
デ
ィ
ー
こ
そ
釈

迦
の
後
継
者
で
あ
る

A
^
B

」と
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、

一
九
九
二
年
以
来
山
折
の
主
張
に
、
現
時
点
に
お
い
て

は
、
変
化
は
見
ら
れ
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。

釈
迦
、
す
な
わ
ち
ゴ
ー
ダ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
、
マ
ヌ
の

よ
う
に
人
間
の
価
値
を
「
生
れ
」
で
は
な
く
、「
心
」
の

在
り
方
に
お
い
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
、
バ
ラ
モ
ン
教

の
基
盤
で
あ
る
カ
ー
ス
ト
を
否
定
し
た

A
_
B

。
そ
し
て
、
人
々

が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
平
和
な
世
界
を
齎
す
た
め
に
、
人

間
同
士
の
怨
み
・
憎
し
み
を
完
全
に
払
拭
し
て
、
互
い

に
無
償
に
終
始
し
よ
う
と
努
め
る
、
す
べ
て
の
生
命
を

慈
し
む
非
暴
力
を
説
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ガ
ン
デ
ィ
ー

は
、
カ
ー
ス
ト
の
解
体
に
つ
い
て
は
「
ど
こ
に
も
主
張

し
て
い
な
い

A
`
B

」。
彼
は
敬
虔
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
し
て
マ

ヌ
に
従
い
、
人
間
の
「
生
れ
」
は
神
の
創
造
の
意
に
よ

る

A
a
B

、
カ
ー
ス
ト
は
差
別
で
は
な
く
社
会
的
「
調
和

A
b
B

」
と

確
信
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
彼
の
社
会
正
義
は
、
イ
ン

ド
人
を
苦
し
め
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
に
向
け
ら
れ
、
そ
れ

に
よ
る
支
配
の
終
焉
を
齎
す
方
策
・
手
段
で
あ
る
非
暴

力
を
説
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
「
非
暴
力
」

と
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
「
非
暴
力
」
と
は
、
言
語
と
し
て
は

同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
本
意
は
著
し
く
「
質
」
を
異
に

す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
の
山
折
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ブ
ッ

ダ
と
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
「「
非
暴
力
」
と
い
う
思
想
を
共
有

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
千
五
百
年
の
時
間
の
壁
を
飛

び
越
え
て
肩
を
な
ら
べ
て
い
る
と
い
え
る
」
と
、
同
じ

思
想
の
持
ち
主
と
し
て
二
者
を
同
格
に
捉
え
て
い
る
。

そ
こ
で
本
研
究
は
、
第
４
章
に
お
い
て
、「
非
暴
力
」
を

軸
と
し
て
、
ブ
ッ
ダ
と
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
お
け
る
そ
れ
に

つ
い
て
比
較
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
二
者
間
に
お
け

る
「
非
暴
力
」
は
、根
本
的
に
異
な
る
こ
と
を
明
示
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
Ｈ
・
Ｄ
・
ソ
ロ
ー
の
『
市

民
の
反
抗
』
に
大
い
に
印
象
づ
け
ら
れ
、
非
暴
力
的
な

社
会
政
治
的
行
動
方
法
を
考
案
し
、
南
ア
フ
リ
カ
に
お
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け
る
同
郷
ク
ー
リ
ー
の
人
権
擁
護
や
母
国
に
お
け
る
イ

ン
ド
独
立
を
実
現
す
る
た
め
の
対
イ
ギ
リ
ス
非
武
装
抵

抗
運
動
を
実
践
し
た
経
緯
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、

ソ
ロ
ー
の
精
神
を
く
む
者
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
動
機
か

ら
ブ
ッ
ダ
の
精
神
を
く
む
者
と
は
、
出
発
点
が
異
な
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
植
民
地
と
し
て
苦
し
む
イ
ン
ド
を

解
放
す
る
た
め
に
働
い
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
尊

敬
さ
れ
る
。
同
時
に
、
彼
の
「
非
暴
力
」
は
イ
ン
ド
に

お
い
て
は
効
力
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
「
い
つ
で
も
・

ど
こ
で
も
」
通
用
す
る
普
遍
的
救
済
思
想
で
あ
る
か
は
、

ア
ー
レ
ン
ト
が
明
察
し
た
よ
う
に
問
題
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
私
た
ち
仏
教
徒
が
と
る
べ
き
態
度
は
、
山
折

の
主
張
に
対
し
て
、ブ
ッ
ダ
と
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
「
非
暴
力
」

は
、「
異
質
」
の
否
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ガ
ン
デ
ィ
ー

こ
そ
が
ブ
ッ
ダ
の
「
真
の
継
承
者
」
で
あ
る
と
特
定
で

き
な
い
こ
と
を
、
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な

る
の
で
あ
る
。

今
日
、
世
界
は
戦
争
の
悲
惨
さ
か
ら
平
和
の
意
義
が

改
め
て
問
わ
れ
る
現
状
下
に
あ
る
。
同
じ
意
味
で
、
誰

を
も
傷
つ
け
な
い
と
い
う
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
す
べ
て

の
戦
争
や
暴
力
、
生
命
あ
る
も
の
の
破
壊
を
く
い
止
め
、

平
和
を
推
し
進
め
る
ブ
ッ
ダ
の
「
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
福
音

A
c
B

」、

つ
ま
り
人
間
同
士
の
怨
み
・
憎
し
み
の
感
情
を
人
間
か

ら
永
久
に
消
し
去
っ
て
く
れ
る
「
非
暴
力
」
は
、
大
い

に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
民
族
・
自
国
民
だ
け
の
平
和
を
主
張
す
る
の
で
は
な

く
、
地
上
に
生
ま
れ
た
す
べ
て
の
人
が
自
然
と
共
に
平

安
に
暮
ら
せ
る
世
界
を
齎
す
、
そ
の
た
め
の
慈
悲

A
d
B

に
よ

る
共
生
の
実
践
こ
そ
が
、
仏
教
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

註
（
１
）
山
折
哲
雄
『
聖
と
俗
の
イ
ン
ド
』
有
学
書
林
、
一
九
九
二
、
初
版
、

三
八
頁
。
山
折
は
、
一
九
九
八
年
『
聖
と
俗
の
イ
ン
ド
―
現
代
に

よ
み
が
え
る
ガ
ン
デ
ィ
ー
―
』
と
題
し
て
、
内
容
も
有
学
書
林
と

ま
っ
た
く
同
じ
も
の
を
第
三
文
明
社
か
ら
出
版
し
て
い
る
。
本
研

究
は
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
有
学
書
林
、
初
版
を
使
用
す
る
。

（
２
）
イ
ン
ド
文
化
研
究
者
山
際
素
男
は
、
山
折
は
「﹁
ガ
ン
デ
ィ
ー
こ
そ

現
代
の
釈
迦
で
あ
る
﹂
な
ど
と
い
っ
て
い
る
が
、
開
い
た
口
が
ふ

さ
が
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
山
際
素
男
「
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
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と
現
代
イ
ン
ド
の
激
動
」、
ダ
ナ
ン
ジ
ャ
イ
・
キ
ー
ル
、
山
際
素
男

訳『
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
の
生
涯
』三
一
書
房
、一
九
九
五
、三
〇
七
頁
。

（
３
）
ビ
ー
ム
ラ
ー
オ
・
ラ
ー
ム
ジ
ー
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
（
一
八
九
一

―
一
九
五
六
）
は
、
不
可
触
民
の
家
に
生
ま
れ
た
。
当
時
の
不
可

触
民
は
教
育
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
彼
は
苦
学
し

な
が
ら
藩
王
よ
り
奨
学
金
が
支
給
さ
れ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て

政
治
学
博
士
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
経
済
学
博
士
号
を
取
得
、
グ
リ
ー

ズ
イ
ン
法
曹
学
院
で
法
廷
弁
護
士
の
資
格
を
取
得
す
る
。
帰
国
し

た
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は
、
不
可
触
民
差
別
撤
廃
運
動
の
指
導
者
と

な
り
、
不
可
触
民
に
も
公
共
の
井
戸
や
貯
水
池
の
使
用
を
認
め
さ

せ
る
運
動
を
開
始
す
る
。
し
か
し
彼
の
運
動
は
、
上
位
カ
ー
ス
ト

に
よ
っ
て
悉
く
阻
止
さ
れ
る
。
一
九
二
六
年
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は
、

ボ
ン
ベ
イ
州
議
会
議
員
と
な
る
。
以
後
、
政
治
家
と
し
て
不
可
触

民
差
別
を
撤
廃
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
た
が
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
正
面

衝
突
し
、
敗
北
す
る
（
こ
の
体
験
か
ら
、
彼
は
後
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
か
ら
仏
教
に
改
宗
し
て
い
る
）。
一
九
四
八
年
イ
ン
ド
と
パ
キ

ス
タ
ン
の
分
離
独
立
に
猛
反
対
し
て
い
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
暗
殺
さ

れ
、
一
方
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
愛
弟
子
で
あ
っ
た

ネ
ル
ー
首
相
に
法
務
大
臣
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
。
一
九
四
九
年
、

イ
ン
ド
憲
法
起
草
委
員
会
の
委
員
長
と
し
て
共
和
国
憲
法
を
ま
と

め
上
げ
る
。
山
崎
元
一
『
イ
ン
ド
社
会
と
新
仏
教
』
刀
水
書
房
、

一
九
七
九
、二
三
―
二
四
八
頁
。

（
４
）
ガ
ン
デ
ィ
ー
、
森
本
達
雄
訳
『
非
暴
力
の
精
神
と
対
話
』
第
三
文

明
社
、
二
〇
〇
一
、一
九
二
頁
。

（
５
）
辻
直
四
郎
『
イ
ン
ド
文
明
の
曙
』
岩
波
書
店
、一
九
六
七
、一
〇
頁
。

（
６
）
同
上
書
、
一
八
六
頁
。

（
７
）
馬
場
紀
寿
『
初
期
仏
教
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
、三
頁
。

（
８
）
森
本
達
雄
『
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
―
イ
ン
ド
の
聖
と
俗
―
』
中
央
公
論

新
社
、
二
〇
〇
三
、六
六
頁
。

（
９
）
ア
ー
リ
ア
人
の
宗
教
・
神
話
・
生
活
態
度
を
伝
え
る
根
本
資
料
。

辻
直
四
郎
、
前
掲
書
、
三
五
頁
。

（
10
）
同
上
書
、
四
四
―
九
〇
頁
。

（
11
）
森
本
達
雄
、
前
掲
書
、
八
三
頁
。

（
12
）
馬
場
紀
寿
、
前
掲
書
、
四
頁
。

（
13
）
宗
教
の
伝
播
が
部
族
を
超
え
て
拡
が
っ
て
も
、
一
国
家
の
範
囲
に

と
ど
ま
る
も
の
が
民
族
宗
教
で
あ
る
。
増
永
靈
鳳
『
宗
教
概
論
』

駿
河
台
出
版
社
、
一
九
六
九
、五
九
頁
。

（
14
）
佐
々
木
教
悟
・
井
ノ
口
泰
淳
・
高
崎
直
道
・
塚
本
啓
祥
『
仏
教
史

概
説
イ
ン
ド
篇
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
六
、五
〇
頁
。

（
15
）
語
源
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
カ
ー
ス
タ
（casta

）
で
、そ
れ
は
出
生
、

人
種
、
種
族
を
意
味
す
る
。
坂
本
徳
松
、
前
掲
書
、
一
八
八
頁
。

（
16
）
佐
々
木
教
悟
・
井
ノ
口
泰
淳
・
高
崎
直
道
・
塚
本
啓
祥
、
前
掲
書
、

一
四
頁
。

（
17
）
ア
ー
リ
ア
は
「
高
貴
な
者
」
を
意
味
す
る
。
馬
場
紀
寿
、
前
掲
書
、

二
〇
七
頁
。

（
18
）
田
辺
繁
子
訳
『
マ
ヌ
の
法
典
』
岩
波
書
店
、一
九
八
一
、第
一
六
刷
、

三
一
六
頁
。

（
19
）
富
の
蓄
積
に
よ
っ
て
傲
慢
に
な
り
、
上
位
三
位
の
ヴ
ァ
ル
ナ
に
奉

仕
し
な
く
な
る
故
で
あ
る
。
同
上
書
、
三
二
六
頁
。

（
20
）
同
上
書
、
三
一
五
―
三
二
六
頁
。
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（
21
）
一
九
五
〇
年
以
降
、
法
的
に
は
、
不
可
触
民
は
存
在
し
な
い
こ
と

と
な
っ
て
い
る
が
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
も
、
夜
こ
っ
そ
り
直
接

井
戸
水
を
汲
ん
だ
不
可
触
民
女
性
た
ち
が
村
人
に
見
つ
か
り
、
頭

を
坊
主
に
剃
ら
れ
、
素
っ
裸
に
さ
れ
て
、
首
に
ロ
ー
プ
を
か
け
ら

れ
、
人
々
の
面
前
で
「
引
き
回
さ
れ
た
と
い
う
記
事
を
、
今
で
も

し
ば
し
ば
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
」
と
、
イ
ン
ド
情
勢
に
精
通
し

た
山
際
素
男
は
報
告
し
て
い
る
。
山
際
素
男
『
不
可
触
民
と
現
代

イ
ン
ド
』
光
文
社
、
二
〇
〇
三
、四
六
頁
。

（
22
）
こ
の
世
の
生
を
、
永
遠
に
輪
廻
転
生
す
る
霊
魂
の
一
時
的
な
通
過

期
間
と
み
る
考
え
方
で
あ
る
。
佐
々
木
教
悟
・
井
ノ
口
泰
淳
・
高

崎
直
道
・
塚
本
啓
祥
、
前
掲
書
、
一
一
頁
。

（
23
）
辻
直
四
郎
「
あ
と
が
き
」『
マ
ヌ
の
法
典
』、
前
掲
書
、
三
七
八
頁
。

（
24
）ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
宇
宙
創
造
神
話『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』「
原
人
讃
歌
」

（
一
〇
・
九
〇
）、
詳
細
は
森
本
達
雄
、
前
掲
書
、
九
八
―
一
〇
〇

頁
参
照
。

（
25
）『
マ
ヌ
の
法
典
』、
前
掲
書
、
三
〇
頁
。

（
26
）
同
上
書
、
三
六
八
頁
。

（
27
）
同
上
書
、
一
三
五
頁
。

（
28
）
馬
場
紀
寿
、
前
掲
書
、
八
頁
。

（
29
）
坂
本
徳
松
、
前
掲
書
、
二
四
頁
。

（
30
）
イ
ン
ド
共
和
国
憲
法
で
は
一
八
の
言
語
が
正
式
に
認
め
ら
れ
て
い

る
。
公
用
語
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
が
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
で
、
話
者

人
口
の
最
も
少
な
い
の
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
紙
幣
に
は
、
た
と
え
ば
五
〇
〇
ル
ピ
ー
紙
幣
に
は
一
四
の
文

字
で
「
五
〇
〇
ル
ピ
ー
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
山
崎
元
一
『
世

界
の
歴
史
３　

古
代
イ
ン
ド
の
文
明
と
社
会
』
中
央
公
論
社
、

一
九
九
七
、二
二
頁
。

（
31
）
坂
本
徳
松
、
前
掲
書
、
二
三
四
頁
。

（
32
）
Ｅ
・
Ｈ
・
エ
リ
ク
ソ
ン
、
星
野
美
賀
子
訳
『
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
真
理
』

み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
、二
八
一
頁
。

（
33
）
同
上
書
、
二
二
〇
頁
。

（
34
）
当
時
の
南
ア
フ
リ
カ
で
は
、
全
「
有
色
」
人
を
ひ
と
ま
と
め
に
し

て
ク
ー
リ
ー
、
あ
る
い
は
サ
ー
ミ
ー
と
呼
ん
で
い
た
。
同
上
書
、

二
二
二
頁
。

（
35
）
坂
本
徳
松
、
前
掲
書
、
二
二
〇
頁
。

（
36
）
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
、
北
御
門
二
郎
訳
『
神
の
国
は
汝
ら
の
衷
に

あ
り
』
冬
樹
社
、一
九
七
三
。
こ
の
本
の
題
名
は
『
新
約
聖
書
』「
ル

カ
に
よ
る
福
音
書
」
第
一
七
章
二
一
節
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
著
書
に
て
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
特
に
「
山
上
の
垂
訓
」
の
よ
う
に
、

キ
リ
ス
ト
が
説
い
た
の
は
平
和
で
あ
り
、
暴
力
を
終
わ
ら
せ
よ
う

と
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
戦
争
を
行
な

う
す
べ
て
の
国
家
、
政
府
は
キ
リ
ス
ト
の
教
え
を
侮
辱
し
て
い
る

と
考
え
、
国
家
主
義
者
と
ロ
シ
ア
正
教
会
の
偽
善
に
対
す
る
対
抗

策
と
し
て
「
非
暴
力
主
義
」
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

（
37
）
人
頭
税
支
払
拒
否
は
、「
議
事
堂
の
入
り
口
で
、
男
や
女
や
子
供
た

ち
を
家
畜
の
よ
う
に
売
買
す
る
国
家
」
の
方
針
、
つ
ま
り
奴
隷
制

度
に
抗
議
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
Ｈ
・
Ｄ
・
ソ
ロ
ー
、飯
田
実
訳
『
森

の
生
活　

上
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
、三
〇
五
頁
。

（
38
）
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
リ
エ
ー
ジ
ュ
、
今
枝
由
郎
訳
『
ガ
ン
ジ
ー
の
実
像
』

白
水
社
、
二
〇
〇
八
、
第
二
刷
、
四
一
頁
。
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（
39
）
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
サ
テ
ィ
ヤ
は
真
理
、
グ
ラ
ハ
は
把
持
を
意

味
。
坂
本
徳
松
、
前
掲
書
、
三
九
頁
。

（
40
）
Ｂ
・
Ｒ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
、山
際
素
雄
訳
『
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
ダ
ン
マ
』

光
文
社
、
二
〇
〇
四
、三
九
六
頁
。

（
41
）
坂
本
徳
松
、
前
掲
書
、
八
二
頁
。

（
42
）
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
リ
エ
ー
ジ
ュ
、
前
掲
書
、
一
三
六
頁
。

（
43
）
マ
ノ
ハ
ー
ル
・
マ
ル
ゴ
ン
カ
ー
ル
、
山
口
瑞
彦
訳
『
ガ
ン
デ
ィ
ー

暗
殺
』
三
省
堂
、
一
九
八
五
、二
五
頁
。

（
44
）
同
上
書
、
二
五
頁
。

（
45
）「
マ
ハM

aha

偉
大
、
ア
ー
ト
マA

tm
a

魂
。
こ
の
語
は
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド
に
由
来
し
、
神
を
意
味
し
、
ま
た
智
と
愛
に
よ
っ
て
神

と
合
一
す
る
も
の
を
意
味
す
る
」。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
、
宮
本
正

清
訳
『
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
、七
頁
。

（
46
）
Ｂ
・
Ｒ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
、
山
崎
元
一
＋
吉
村
玲
子
訳
『
カ
ー

ス
ト
の
絶
滅
』
明
石
書
店
、
一
九
九
四
、二
六
二
―
二
六
三
頁
。

（
47
）
嵩
満
也
「
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
に
お
け
る
カ
ー
ス
ト
絶
滅
の
道
と
ブ
ッ

ダ
の
ダ
ン
マ
」、
嵩
満
也
編
『
変
貌
と
伝
統
の
現
代
イ
ン
ド
』
法

蔵
館
、
二
〇
一
八
、二
二
頁
。

（
48
）Ｃ
・
ダ
グ
ラ
ス
・
ラ
ミ
ス『
ガ
ン
ジ
ー
の
危
険
な
平
和
憲
法
』集
英
社
、

二
〇
〇
九
、一
三
二
頁
。

（
49
）
同
上
書
、
一
二
七
頁
。

（
50
）
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
分
離
独
立
を
め
ぐ
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
間
に
激
し
い
対
立
が
起
こ
り
、
約
六
〇
万
人

が
犠
牲
と
な
っ
た
。
イ
ン
ド
に
残
留
し
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
約

四
〇
〇
〇
万
人
。
マ
ノ
ハ
ー
ル
・
マ
ル
ゴ
ン
カ
ー
ル
、
前
掲
書
、

六
頁
。

（
51
）
同
上
書
、
一
三
八
頁
。

（
52
）
同
上
書
、
二
一
頁
。

（
53
）
Ｃ
・
ダ
グ
ラ
ス
・
ラ
ミ
ス
、
前
掲
書
、
一
二
七
頁
。

（
54
）
マ
ノ
ハ
ー
ル
・
マ
ル
ゴ
ン
カ
ー
ル
、
前
掲
書
、
一
三
七
頁
。

（
55
）
マ
ラ
テ
ィ
語
が
堪
能
な
マ
ル
ゴ
ン
カ
ー
ル
は
、
暗
殺
計
画
に
連
座

し
た
六
人
の
う
ち
、
二
人
は
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
が
、
残
る
四

人
（
共
犯
告
発
人
の
バ
ッ
ケ
と
終
身
刑
の
カ
ル
カ
レ
、
ゴ
パ
ー
ル
、

マ
ダ
ン
ラ
ル
、
彼
ら
は
マ
ラ
テ
ィ
語
し
か
話
せ
な
い
）
か
ら
「
数

多
く
の
新
事
実
」
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
一
八
年
間
の
服
役
を

終
え
て
出
所
し
た
「
ゴ
パ
ー
ル
も
、
こ
の
本
が
最
も
真
実
に
近
い

と
言
い
切
っ
た
」
と
い
う
。
同
上
書
、
二
七
〇
頁
。

（
56
）
山
崎
元
一
、
前
掲
書
、
二
一
七
頁
。

（
57
）
イ
ン
ド
で
は
、
公
共
の
井
戸
や
貯
水
池
か
ら
、
牛
は
飲
む
こ
と
が

で
き
て
も
、
不
可
触
民
が
井
戸
を
触
る
と
水
が
穢
れ
る
と
、
そ
の

傍
に
立
つ
こ
と
さ
え
許
さ
れ
ず
、
ま
た
不
可
触
民
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
徒
で
あ
る
が
、
寺
院
の
門
を
潜
る
こ
と
さ
え
も
禁
止
さ
れ
て
い

た
。
同
上
書
、
二
三
―
七
四
頁
。

（
58
）
同
上
書
、
五
九
頁
。

（
59
）
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
た
と
え
ば
、
彼
と
同
じ
カ
ー
ス
ト
・
ヴ
ァ
イ
シ
ャ

出
身
の
富
豪
Ｇ
・
Ｄ
・
ビ
ル
ラ
か
ら
莫
大
な
活
動
資
金
と
住
居
の

提
供
を
受
け
て
い
た
。
坂
本
徳
松
、
前
掲
書
、
二
二
二
頁
。

（
60
）
山
崎
元
一
、
前
掲
書
、
七
四
頁
。

（
61
）
ダ
ナ
ン
ジ
ャ
イ
・
キ
ー
ル
、
前
掲
書
、
二
八
五
頁
。

（
62
）
山
崎
元
一
、
前
掲
書
、
一
三
三
頁
。
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（
63
）
同
上
書
、
七
四
頁
。

（
64
）
山
折
哲
雄
『
聖
と
俗
の
イ
ン
ド
』、
前
掲
書
、
一
二
一
頁
。

（
65
）
三
枝
充
悳
『
仏
教
入
門
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
、九
五
頁
。

（
66
）
和
辻
哲
郎
は
、
内
容
も
「
経
の
確
定
が
か
な
り
古
い
時
代
と
考
え

ら
れ
る
」
と
こ
ろ
か
ら
、「
ブ
ッ
ダ
の
精
神
」「
ブ
ッ
ダ
の
思
想
と

考
え
て
よ
か
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
和
辻
哲
郎
『
仏
教
倫
理
思

想
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
、五
頁
。

（
67
）
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば　

感
興
の
こ
と
ば
』
岩
波

書
店
、
一
九
九
七
、
第
三
六
刷
、
二
八
―
二
九
頁
。

（
68
）
同
上
書
、
一
〇
―
一
一
頁
。

（
69
）
山
崎
元
一
、
前
掲
書
、
七
〇
頁
。

（
70
）
同
上
書
、
五
九
頁
。

（
71
）
Ｂ
・
Ｒ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
『
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
ダ
ン
マ
』、
前
掲
書
、

一
九
七
頁
。

（
72
）『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
中
村
元
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
、
第

三
三
刷
、
九
五
頁
。

（
73
）
同
上
書
、
一
五
五
頁
。

（
74
）
ワ
ー
ル
ポ
ラ
・
ラ
ー
フ
ラ
、今
枝
由
郎
訳
『
ブ
ッ
ダ
が
説
い
た
こ
と
』

岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
、二
二
頁
。

（
75
）
平
成
七
年
度
科
学
研
究
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書　

石
上
善
應

編
『
仏
教
の
現
代
的
意
義
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』
大
正
大
学
、

一
九
九
六
、八
頁
。

（
76
）
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
、
宮
本
正
清
訳
『
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
』
み

す
ず
書
房
、
一
九
八
三
、五
六
頁
。

（
77
）
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
、
山
田
正
行
訳
『
暴
力
に
つ
い
て　

共
和

国
の
危
機
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
、一
四
二
頁
。

（
78
）
ガ
ン
デ
ィ
ー
、森
本
達
雄
訳
『
わ
が
非
暴
力
の
闘
い
』
第
三
文
明
社
、

二
〇
〇
一
、一
五
一
頁
。

（
79
）
山
崎
元
一
、
前
掲
書
、
七
九
頁
。

（
80
）
ガ
ン
デ
ィ
ー
『
わ
が
非
暴
力
の
闘
い
』、
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
。

（
81
）
同
上
書
、
一
〇
六
頁
。

（
82
）
同
上
書
、
一
〇
五
頁
。

（
83
）
同
上
書
、
一
四
六
頁
。

（
84
）
同
上
書
、
二
四
頁
。

（
85
）
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
、
中
村
白
葉
訳
『
人
は
な
ん
で
生
き
る
の
か
』

岩
波
書
店
、
一
九
八
四
、
第
四
九
刷
、
一
八
六
頁
。

（
86
）
山
折
哲
雄
「
比
較
文
明
と
宗
教
」、
伊
東
俊
太
郎
編
『
比
較
文
明
を

学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
、一
三
六
頁
。

（
87
）
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
、
前
掲
書
、
四
八
頁
。

（
88
）
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
リ
エ
ー
ジ
ュ
、
前
掲
書
、
一
一
四
頁
。

（
89
）
西
尾
秀
生
『
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、

二
〇
〇
一
、九
七
―
一
五
三
頁
。

（
90
）
三
枝
充
悳
、
前
掲
書
、
六
頁
。

（
91
）
Ｈ
・
Ｄ
・
ソ
ロ
ー
、
飯
田
実
訳
『
市
民
の
反
抗
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
三
、
第
三
刷
、
三
六
七
頁
。

（
92
）
飯
田
実
「
解
説
」、
同
上
書
、
三
六
八
頁
。

（
93
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
〈
Ｅ
テ
レ
〉
再
放
送
二
〇
一
八
年
二
月
一
〇
日
付
「
こ
こ

ろ
の
時
代
」、https://w

w
w

. nhk.jp>

（
94
）
山
折
は
、「
仏
教
が
地
を
は
ら
っ
て
し
ま
っ
た
末
法
の
時
代
に
、
ガ

ン
デ
ィ
ー
が
登
場
し
て
き
た
。
ブ
ッ
ダ
を
生
ん
だ
風
土
に
、
ブ
ッ
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ダ
が
苦
し
ん
だ
の
と
同
質
の
通
苦
の
体
験
を
背
負
っ
て
、
ガ
ン

デ
ィ
ー
が
よ
う
や
く
姿
を
あ
ら
わ
し
た
の
だ
と
い
っ
て
も
い
い
。

仏
教
徒
で
な
い
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
の
応
身
と
し
て
登

場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
と
い
う
存
在
が
末
法
と
い
う
時

代
に
あ
ら
わ
れ
る
現
わ
れ
方
と
し
て
、
そ
れ
以
上
の
あ
り
方
が
あ

る
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
山
折
哲
雄
『
聖
と
俗
の
イ
ン
ド
』、

前
掲
書
、
一
二
頁
。

（
95
）山
折
哲
雄『
母
な
る
ガ
ン
デ
ィ
ー
』潮
出
版
社
、二
〇
一
三
、一
一
九
頁
。

（
96
）
同
上
書
、
一
一
九
頁
。

（
97
）
同
上
書
、
一
二
〇
頁
。

（
98
）
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は
「
ブ
ッ
ダ
は
カ
ー
ス
ト
制
度
の
最
強
の
反
対

者
で
あ
り
、
平
等
の
最
も
早
い
最
も
強
固
な
主
唱
者
で
あ
っ
た
」

と
述
べ
て
い
る
。
Ｂ
・
Ｒ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
『
ブ
ッ
ダ
と
そ
の

ダ
ン
マ
』、
前
掲
書
、
一
九
七
頁
。

（
99
）
坂
本
徳
松
、
前
掲
書
、
一
九
二
頁
。

（
100
）『
マ
ヌ
の
法
典
』、
前
掲
書
、
三
〇
頁
。

（
101
）
坂
本
徳
松
、
前
掲
書
、
一
九
一
頁
。

（
102
）
上
坂
元
一
人
『
大
仏
さ
ま
と
愛
の
顕
彰
碑
―
ジ
ャ
ヤ
ワ
ル
ダ

ナ
元
ス
リ
ラ
ン
カ
大
統
領
と
日
本
―
』
か
ま
く
ら
春
秋
社
、

二
〇
一
九
、六
七
頁
。

（
103
）「
慈
悲
心
は
迷
え
る
人
間
の
内
に
も
存
ず
る
」。
中
村
元
『
慈
悲
』

講
談
社
、
二
〇
一
〇
、六
〇
頁
。


